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はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 森林の境界明確化には、① 地籍調査として所有者境界を確定するもの、 

② 森林経営管理制度の導⼊や森林所有者との協定等の⼿法により⼈⼯林の整備

を進めるための森林管理に関わる境界を明確化するものなど、いくつかのタイ

プがあります。 

〇 ⽬的に応じて、境界を図上のみで「確認」してもらうものや、図⾯をもとに

現地で測量を⾏って境界を「確定」するものなど、その精度やかかる労⼒も

様々です。 

〇 近い将来、森林所有者の代替わり等により、⾃らの所有森林の境界がわから

ない所有者や⼟地所有者を特定できない森林が⼤きく増えることが懸念される

中、森林の情報を持っている関係者がご存命の間に、森林境界の確認等を進め

ていくことが急がれます。 

〇 また、近年多発する豪⾬による⼭地災害等により地形が変わったり、境界杭

等が失われるなど、境界の確認や再現が困難になる可能性も否定できません。 

〇 全国的に航空レーザー計測等のリモートセンシングデータの活⽤による森林

境界の確認が⾏われています。⼤阪府では令和元〜２年度に航空レーザー計測

を⾏い、森林資源解析データ(樹種・樹⾼・密度・推定蓄積量)や地形解析デー

本⼿引きのねらい 
 
 本⼿引きで取扱う境界明確化は、地籍調査のような⼀筆ごとに測量し地図訂

正・登記を⾏うものではなく、市町村が森林環境譲与税を活⽤した森林整備
等を進める上で必要となる所有者境界の速やかな「明確化」を⾏うための⼿
順を⽰しています。 

 
 航空レーザー計測等のデータを活⽤し、原則として現地に⾏かず図上のみで

所有者同⼠に境界を確認してもらうことを想定しています。 
 
 森林整備業務を担当する市町村職員の⽅に、境界明確化業務の委託等にあた

って、業務の流れを理解していただくことを⽬指しています。 
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タ（傾斜・微地形・路網）を各市町村に配付しています。 

○ 令和６年度からは、「⼤阪府森林クラウドシステム」が運⽤開始され、航空レ

ーザー計測の成果や過年度の森林施業履歴の確認ができるようになるなど、森

林境界明確化の作業を進めることが可能な環境が整ってきています。 

〇 本⼿引きでは、市町村等が森林整備等の事業を導⼊するために、境界の確認

を⾏うことを⽬指した境界明確化の参考にしていただけるよう、作業の⼿順や

事例紹介をおこなっています。 

〇 境界確認図の作成作業を森林組合や測量・調査コンサルタントに委託する際

に、調査業務の範囲や調査事項の決定、仕様書の作成、境界確認図作成作業時

の事業者指導を⾏うにあたって、本⼿引きを参考にしていただければ幸いです。 

  

２ 
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１ 森林境界明確化を伴う森林整備の⼿順 
 
   森林環境譲与税を活⽤した森林整備等を⾏うためには、対象とする森林の所有

者が将来にわたって⾃分で森林を管理していくのか、⾃⼒で管理することをあき
らめて⾃治体にその管理を委ねるのかの意思を把握する必要があります。 

   そのためにはまず、市町村域の森林の中から間伐が必要な⼈⼯林など、優先し
て⼿⼊れを進めるべき森林を抽出します。しかしながら、これらの森林の多くは、
正確な境界の図⾯がなかったり、相続に関する登記がされていないといったこと
もしばしばみられることから、森林の境界や所有者を把握した上で、森林の管理
に対する意思を確認して進めていく必要があります。 

 
  森林の境界明確化と森林整備の進め⽅ （本⼿引きでは実線で囲んだ部分を対象とする） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

整備が必要な森林を抽出 
Ex 
・直近１０年以内に間伐等が実施されていない⼈⼯林 
（⼤阪府森林クラウドシステム(施業履歴)で確認可能） 
・台⾵や病⾍害等による倒⽊が想定される森林       など 

整備を優先して進める森林を抽出 
Ex 
・⼟砂流出や流⽊の危険が⾼い森林 
（⼤阪府森林クラウドシステム(⼭地災害危険地区など)で確認可能） 
・家屋や送電線主要道路等に隣接するなど倒⽊被害が想定される森林 
 これらの森林の内で危険度等に応じて、５年間程度で整備を⾏う森林を抽出  など 

森林の境界明確化を実施 
 

林地台帳地図や公図等から森林境界候補図を作成し、森林所有者に確認してもらう
ことにより、森林所有者の特定、境界の確認を⾏う 

森林整備の意向確認 
⾃ら適切な管理を⾏うか、市町村に 
整備・管理をゆだねるか、森林所有者
の意向を確認 

森林整備の実施 
市町村による森林整備により、多⾯的機
能を向上 

境界明確化を保留 
隣接所有者等の間で境界の 
合意ができなかった森林に 
ついては境界明確化を保留 

市町村による整備は保留 
森林所有者による適正管理を
促す 
 

市町村による 
森林整備を希望する 

市町村による 
森林整備を希望しない 
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２ 森林の境界明確化の⼿順 
森林の境界明確化にあたっては、まず、林地台帳地図、公図、地形情報、路網、

森林整備の施業履歴、航空写真(オルソフォト画像)等を基に森林境界の「候補図」
を作成し、森林所有者に各々が所有する森林の境界を図上で確認してもらって、
明確になった森林境界を図⾯に記載し、森林境界の「確認図」として取りまとめ
ます。 

境界確認は、図上で⾏うことを原則とするものの、隣接所有者間で境界に疑義
が⽣じた場合など、必要に応じて現地調査も⾏います。 

 
 森林境界明確化の作業の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

森林所有者による確認 

森林境界として確認 未確定区域とし
て対応を保留 

森林所有者への通知（確認への協⼒依頼） 

境界推測作業 

現地調査境界
推測 

地元精通者
による確認 

森林境界「候補図」の作成 

計画・準備 
（対象区域の選択、作業⼯程の決定など） 森

林
境
界
﹁
候
補
図
﹂
の
作
成 
森
林
境
界
﹁
確
認
図
﹂
の
取
り
ま
と
め 

森林境界「確認図」の作成 

境界推測作業のイメージ 
林地台帳地図、公図、地形情報、路網、森
林整備の施業履歴、航空写真(オルソフォト
画像)等を重ね合わせて、森林境界「候補
図」を作成していきます。 

森林境界の確認作業のイメージ 
森林所有者に公⺠館等に集まってもらい、
森林境界「候補図」を使って、お互いに境
界を原則図上で確認してもらいます。 

出典︓国⼟交通省 

出典︓林野庁 所有者間で主張が異なる
など確認ができない 
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２－① 森林境界候補図の作成 
○ 森林境界候補図の作成にあたっては、まずは、間伐等の森林整備を⾏う森林の範囲

を定めます。次に、その範囲にある⼟地の地番、筆界、所有者等を把握するなど、
候補図作成に向けた計画・準備を⾏います。 

○ 候補図の作成作業では、最初に地形図に公図を重ね合わせます。公図上の⾥道・
⽔路と森林の尾根、⾕などの地形に形が合うように合わせます。次に⼀筆ごとの
境界について、尾根、⾕などの地形、歩道やくぼみ地形などの微地形を⾒⽐べな
がら、境界候補の線を引いていきます。 
 

○ 公図・林地台帳及び地図・森林簿、森林計画図などといった「境界情報」と、レ
ーザー計測による微地形地図、路網、森林整備の施業履歴、航空写真(オルソフォ
ト画像)といった「背景情報」を重ね合わせることにより、それぞれの情報がぴっ
たりと重なることはありませんが、確からしい境界線を推定して、「候補図」を作
成します。 

 
○ 各地番の境界線の確認と合わせて、公図、森林簿、林地台帳等を基に対象となる

森林の地番を抽出し、抜け落ちがないかも、確認します。 
 
○ スギ・ヒノキ等の植林地は、造林補助事業等を導⼊して植えられたところが多く、

府、市町村、林業事業体の施業履歴（⼤阪府直営事業や造林補助事業については
⼤阪府森林クラウドシステムで閲覧できます）や⼤阪府が保有する過去の航空写
真データ等により、地番や所有者の情報を得る有⼒な⼿掛かりとなる可能性が⾼
いです。⼀⽅で、植林や伐採等の森林の⼿⼊れがなされたことがない森林は境界
を推定する⼿掛かりが得られにくいと思われます。 

 
○ 境界候補図の作成〜所有者による確認〜境界確認図の作成は、測量会社等に業務

委託することが⼀般的です。しかしながら、境界線の推測にあたっては、例えば、
境界情報と地表の特徴が⼀致、地表の特徴に合わせて補正、など、その境界線を
どのようにして推定したのか、根拠を明らかにし、所有者等に⽰すことが重要で
す。発注者としてどのようにして説明するのかをあらかじめ受託事業者と協議し、
整理をしておくことが必要です。 
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 境界の推定に利⽤する主な情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－② 森林所有者による境界確認 
○ 境界明確化を⾏う対象となる地域の森林所有者に集まっていただいて、「候補図」

に⽰した境界線を確認してもらいます。隣接する⼟地の森林所有者同⼠が⼀筆ずつ
確認し両者が合意できれば確認完了です。 

 
○ 境界確認のための説明会の開催案内については、森林所有者に郵送で出席依頼の⽂

書を送付するほか、市町村広報等に掲載するとともに、登記簿記載の住所に関係者
がおられず、宛所なし等で返送される場合が想定されますが、その際には、⼾籍や
住⺠票等から相続⼈を調査し、特定した上で改めて通知することが必要です。 

 
○ 説明会は、地区ごとに開催するほか、例えば、5〜10 ⼈程度の所有者ごとで確認で

きるエリアに分けて⾏うことで、参加者の意⾒が分散してしまうことを防ぎ、確
認・協議を効率的に進めるなど、参加⼈数を限って開催することも有効です。 
 

○ 候補図の確認にあたっては森林所有者の求めに応じて、それぞれの森林境界候補の
推測根拠を説明することが必要です。⼤切なことは、何を根拠として、その区画を
境界と判断したか（推測したか）を所有者に説明することです。 

 
○ 境界候補に対して疑義が⽣じる場合には、関係する所有者間で微地形や樹⽊の⽣育

状況等を基に協議してもらうほか、必要に応じて、関係する所有者が現地⽴会を⾏
って境界を確認することも有効です。 

 

区分 情報の特徴 情報の種類 
境界情報 地番または座標付きの地番界

を有する情報 
公図、林地台帳及び地図、森林簿、森林計画図等 

背景情報 境界情報ではないが、境界推
測に有効な情報       

レーザー計測による微地形地図、路網、森林整備
の施業履歴、航空写真(オルソフォト画像)等 

微地形表現図︓歩道や旧耕作地などの微地形
の判読に適している。 

航空写真（オルソフォト画像）︓森林の樹種
や林齢の違い、道路等の地物等の判読に適し
ている 

出典︓林野庁 出典︓林野庁 
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○ 所有者間での協議や現地⽴会などによって関係者間で修正案が確認された境界につ
いて、森林境界確認図に反映させます。境界候補について関係者で主張が異なるな
ど、確認に⾄らない場合は、未確認エリアとして、記録します。 
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３ 地籍調査導⼊についての考察 
 ・境界明確化の⼿法には、税法上に関わる所有者境界の確定を⽬的とした、「地籍調

査」があります。従来は、境界⽴会を⾏って境界を確認し、⼀筆毎に現地測量を
⾏っていましたが、令和２年度に「国⼟調査法」が改正され、リモートセンシン
グ技術による測量成果によって境界確認することが可能となりました。 

 
 ・全国各地で、リモートセンシング技術による地籍調査が⾏われています。 

兵庫県や和歌⼭県では、⼭間部でも地籍調査を進め、地籍調査が進んだところか
ら森林所有者への意向調査や集積計画の策定に取り組んでいる市町があります。 
 

・ 地籍調査が完了していることで、意向調査や集積計画の策定等がスムーズに進む
とのことです。森林境界等の情報をお持ちの⽅々は今後急速に少なくなっていく
ことが確実です。「地籍調査」の導⼊を含めて、森林の境界等の情報の集約を進め
ることで、将来世代が安⼼して森林を所有・管理できる条件を整えることが重要
です。 

 
・森林整備は 50 年以上の年⽉を超えて⾏われることが少なくないことから、その施

業の履歴や事業実施に伴う所有者情報等を引き継いでいくことは容易ではありま
せん。しかしながら、将来、地籍調査等の森林境界を確定する場合だけでなく、
危険⽊の伐採を⾏うなどの事業を⾏う場合でも、所有者や境界の情報が必要とな
ります。林地台帳の管理だけでなく、森林経営計画の策定や森林整備事業の実施
に伴って確認された所有者の名称や境界に関わる情報をはじめとする森林に関わ
る情報を整理・蓄積しておくことも有効です。 
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４ 取り組み事例 １（⾙塚市） 
 
  取り組みの概要 

   令和 3 年度に、市域の森林について、公図、微地形情報等をもとに境界候補図
を作成しました。 

併せて、林班単位で間伐が必要な森林を抽出するとともに、優先順位をつけま
した。 

令和 4 年度には、特に整備が必要な⼈⼯林等優先順位の⾼い林班から順に所有
者を集めて図上で境界確認を⾏い、その結果を取りまとめて森林境界保全図（参
考図）を作成しました。（令和 4 年度は 1 林班実施） 

また、整備が⾏われておらず、特に整備が必要な⼈⼯林を対象に間伐を実施し
ました。 

   令和 5 年度以降も引き続き、森林境界保全図（参考図）の作成及び特に整備が
必要な⼈⼯林の間伐を実施することとしています。 

間伐にあたっては、改めて森林所有者に事業内容を説明し、事業への同意をも
らって整備に着⼿しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取り組みのポイント２ 
間伐が必要な⼈⼯林の抽出、間伐実施の優先順

位の決定にあたっては、⼤阪府の職員や森林組合
にも協⼒を仰ぎ、現地踏査、優先順位の決定作業
等を職員が⾃ら実施している。 

取り組みのポイント１ 
境界候補図の作成にあたっては、担当職員と受注

業者が順次境界候補図の確認を⾏うなど、境界候補
図の確度を⾼めるべく綿密に作業が進められた。 

取り組みのポイント３ 
所有者による境界の確認にあたっては、林班単位で実施。所有者全員を集めての全体説明会と、林班内で区

域を分けて 10 ⼈程度でのグループ説明会を実施している。 
また、各⼈の所有界を順番に参加者全員で確認することで、意⾒の拡散を防ぐなど、運営上の⼯夫がなされ

た結果、約 7 割の⼟地について確認を取っている。 

STEP１  ⼈⼯林を抽出 

STEP2   間伐が必要な⼈⼯林を抽出 
【除外する森林】 

・近年間伐履歴のある森林 
・森林経営計画樹⽴地         など 

STEP３   間伐が困難な⼈⼯林を抽出 
【除外する森林】 

・森林経営が可能な森林 
・既存事業等により整備が⾒込める森林 など 

STRP４   整備の優先順位付け 
【優先する森林】 

・集落や道路に隣接する森林 
・荒廃が進んでいる森林        など 

STRP５   森林整備事業の計画策定 
 譲与税の額等を踏まえて、整備する年次や規模を
⽰した計画を策定（計画の公表は⾏っていない） 
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今後の取り組み 
  荒廃して、森林整備の優先順位が⾼い森林から順に、境界確認を⾏った森林
について、約 6ha／年ずつ間伐を実施する予定です。 

  間伐実施林分については、間伐後の林床の状況等を踏まえて、再度間伐を⾏
うのか、について判断をする予定です。 

 
 
 担当者の感想 

○ 森林所有者からは、所有界が図化されたことについて、「若い世代に引き継ぐことができ
る。」「⾃らが知らなかった場所に森林があることが分かった。」など、好意的な評価の声
が多く聞かれました。 

○ 境界確認の成果はあくまでも事業実施にあたっての所有境界の確認レベルであることか
ら、地番を単位とする林地台帳地図への反映ができないこと、また、公図の修正を⾏う
わけではないので権利関係の確認等には使⽤できず、参考図としてのみしか使⽤できな
いことが課題であると感じています。 

 
 業務の委託先等 
 〇市内森林全域の境界候補図の作成（Ｒ3 年度） 
  委託先︓㈱パスコ 
  委託⾦額︓12,000 千円 
 〇境界確認作業及び確認後の境界候補図の修正（R4 年度〜） 
  委託先︓㈱パスコ 
  委託⾦額︓6,490 千円（R4 年度） 
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５ 取り組み事例 ２（島本町）  
 

サントリー⼭崎蒸溜所の⽔源涵養エリアに設定された「天然⽔の森おおさか島
本」では、２０１９年から、サントリーホールディングス株式会社、⼤阪府森林
組合、島本町が地下⽔の⽔源を守るとともに、多様な⽣物をはぐくむ、CO₂の吸
収⼒が⾼いなど公益的機能の⾼い森林を⽬指して、森づくりの活動が⾏われてき
ました。 

森づくり活動の区域を拡⼤するにあたって、森林の境界が明確でない⼩⾯積の
森林所有者が多いなどの理由で、これまで活動がなされてなかったエリアについ
て森林境界の確認を⾏いました。島本町が森林組合に業務を委託し、ポリゴンデ
ータの公図、地形図をもとに森林境界の候補図を作成、森林所有者による現地⽴
会を経て、森林境界の確認を⾏い、筆界杭を設置しました。 

今後、新たな森づくりの活動地として整備が進む予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

取り組みのポイント２ 
森林整備及び路網整備のために現地確認・杭

の設置、⼄３程度の測量を実施。 
将来、設置済みの杭を地籍図根多⾓測量など

のトラバース測量をすることで、地籍調査に必
要な地籍調査図の作成が可能となる。 

取り組みのポイント１ 
ポリゴンデータの公図を法務局から⼊⼿、地籍調査⽀援システムを活⽤し、地形図と重ね合わせて境界候補図

を作成。 
地権者の⽴会により現場で境界位置を確認したうえで筆界杭を打設し、GPS 端末で測位して境界候補図(調査

図)の制度を⾼めている。⾼齢等の理由により⽴会ができない地権者には、地元の推進委員等に現地調査を委任
してもらって調査後に境界案図により確認してもらっている。 

取り組みのポイント３ 
森林所有者の中には、次の世代に森林を引き継ぐこ

とに不安を感じている⽅も多いが、境界杭の設置、測
量、境界図の作成等を⾏ったことで、安⼼したとの声
が多く聞かれたとのこと。上記画像は、森林所有者が
⽴会時に境界杭の画像と位置情報を記録する様⼦。 
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今後の取り組み 
 境界確認できたエリアについて、サントリーホールディングス株式会社が森林
整備及び必要な作業路の計画を⽴て、順次森づくり活動を展開する予定です。 

 
 
 担当者の感想 
〇 かつて熱⼼に森林整備をしていた所有者や地域の森林をよく知る地域の古⽼といった

「⼈の資源」は有限で、ここ数年で失われてしまうという危機感があります。森林境界確
認によって、境界情報を次世代に引き継ぐことができるとともに、これまでは取り組むこ
とができなかった路網整備を含めた森づくり活動がすすみ、健全で公益的機能の⾼い森林
を同時に引き継ぐことが可能となりました。 

○ 他地域で、森林所有者が管理ができず地元と全くゆかりのない企業が購⼊し、地元とトラ
ブルを起こしているケースを⽿にしています。森林の管理が放置された状況を放置してお
くことで、環境がどんどん悪くなっていくことを懸念しています。 

 
 業務の委託先等 
 〇境界確定業務【⼭崎地区および⼤沢地区】（Ｒ3 年度） 

委託先︓⼤阪府森林組合 
  委託⾦額︓６，１３８千円 
 〇境界確定業務【⼭崎地区】（令和 4 年度） 
  委託先︓⼤阪府森林組合 
  委託⾦額︓４，５５４千円 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

13 
 

参考⽂献 
 
「森林経営管理制度市町村業務マニュアルⅡ 〜空中写真等を⽤いた森林境界推測図の作成〜」 
発⾏ ⻑野県林務部森林政策課森林管理⽀援センター 
 
 
「いざ実践︕ 森林境界明確化 問題のとらえ⽅と解決の仕⽅」 
発⾏所 全国林業改良普及会  著者 ⽵島 喜芳 
 
 
 

 

 

 

 

⼤阪府みどり公社 

   森林整備・⽊材利⽤促進⽀援センター 

 


